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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　呼吸マスクに呼吸管を接続するためのコネクタアセンブリにおいて、
　空気入口を含む凹状受容構造を有する呼吸マスクであって、該凹状受容構造が、壁部と
、床部と、コネクタに係合する突出部材とを有し、該突出部材が該床部の少なくとも一部
に沿って延設される呼吸マスクと、
　前記凹状受容構造に嵌合するコネクタであって、前記空気入口に挿入されるように形成
された第１空気導管と、該第１空気導管に隣接形成される中間導管と、該中間導管から延
設される片持式スナップラッチとを備え、該片持式スナップラッチが、ラッチ基部と、該
ラッチ基部に蝶番式に接続されて該ラッチ基部から該第１空気導管に向けて延設されるラ
ッチ本体とを有し、該ラッチ本体が前記突出部材に係合する係止部材とを有するコネクタ
と、
を具備することを特徴とするコネクタアセンブリ。
【請求項２】
　前記中間導管は、該中間導管に取り付けられる呼吸管を備える、請求項１に記載のコネ
クタアセンブリ。
【請求項３】
　前記第１空気導管と前記中間導管と前記呼吸管とが、非線形軸線を形成する、請求項２
に記載のコネクタアセンブリ。
【発明の詳細な説明】



(2) JP 4087561 B2 2008.5.21

10

20

30

40

50

【０００１】
本発明は、呼吸マスク式呼吸システムに関し、より詳しくは、呼吸マスクに空気供給管を
取り付けるためのコネクタに関する。
【０００２】
呼吸マスクは、通常、空気が、浮遊微粒子、気体、および蒸気などの有毒または有害な物
質で汚染されている恐れのある現場で作業する人々により装着される。例えば、サンダー
または研磨作業現場における空気は、風塵粒子を含有し、塗装現場の空気は、塗料の溶剤
蒸気または滴を含有し、溶接現場における空気は、吸い込むと有害な粒子または蒸気を含
有している恐れがある。
【０００３】
呼吸マスクは、空気を濾過することができ、或いは汚染していない空気を供給することが
できる。正圧呼吸マスクは、正圧力下でマスク内にもたらされる清浄空気の供給源を有し
、周囲空気におけるよりも呼吸マスクの内部を高い圧力にする。清浄空気源は、フィルタ
を通して周囲空気を吹き込むまたは吸い込むことができ、或いは外部源から清浄空気を取
り入れることができる。
【０００４】
正圧呼吸マスクは、通常、呼吸管を採用して清浄空気を呼吸マスクの呼吸領域内に送る。
この呼吸管は清浄空気源であるので、ヘッドギヤへの呼吸管の取付安全性が重要となる。
潜在的な危険性は、ラッチに引っかかる恐れのある障害物にあり、それによって呼吸管が
呼吸マスクから外れた状態になる危険性がある。
【０００５】
様々な政府機関および産業組織が、一定の使用条件下でこの接続構造が準拠しなければな
らない規格を指定する規則を確立している。例えば、欧州規格調整委員会（ｔｈｅ　Ｅｕ
ｒｏｐｅａｎ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ　ｆｏｒ　Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ）は、接
続構造が２５キログラムの引張力、または約５６ポンドの圧力に耐えなければならないこ
とを求めている（ＣＥＮ　Ｔｙｐｅ３）。
【０００６】
呼吸装置に関し現在採用されている通常の取付方法は、呼吸管が取り付けられるヘッドギ
ヤから突出する剛性円筒状取付部を含む。この取付は一般に、呼吸管端部に剛性円筒状取
付部を採用する。例えば、米国特許第４，９９６，９８１号には、ホースが封止状態で取
り付けられる開口部またはオリフィスを有する呼吸装置が記載されている。他の同様の例
は、米国特許第３，７３６，９２７号、第３，９６３，０２１号および第４，６７６，２
３６号で開示されている。同様に、米国特許第３，９２１，２２３号では、軟質プラスチ
ックまたはゴム材料から製造される、呼吸管の端部と係合するように設計される後方に延
在するニップルが記載されている。その取付部材またはニップルは、うね状または先細状
に形成されても良い。
【０００７】
様々なクランプ装置が、呼吸マスクへの呼吸管のより確実な取付を行うために使用されて
いる。例えば、米国特許第５，５４９，１０４号では、呼吸管が、呼吸管端部の上に位置
するスリーブを取り囲むクランプによってスリーブ内にしっかり固定される。ピンチクラ
ンプ、ネジ回しで締め付けられるクランプ、および蝶ネジで締め付けられるクランプを含
む他のクランプも使用されている。ネジ付き保持具で締め付けられる圧縮取付部材も使用
されている。
【０００８】
偶発的に接続が断たれないように保護される呼吸マスクコネクタに対する当業界での要望
がある。そのコネクタは、様々なタイプの呼吸マスクの使用に適したものであって、しか
も呼吸マスクの装着者にとって呼吸マスクとの接続および脱離が比較的容易であることが
望ましい。上述の利点を有するとともに、コネクタは比較的十分な引張圧力に耐え得るこ
とが要求される。
【０００９】
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本発明の一態様では、呼吸管用の呼吸マスクコネクタは、第１導管と、中間導管と、それ
から延在する片持式スナップラッチを有する。このスナップラッチは、呼吸マスク上の受
容構造との係合のための係止部材を有する。
【００１０】
本発明の他の態様では、呼吸マスクに呼吸管を接続するためのコネクタアセンブリは、凹
状受容構造を有する呼吸マスクを備え、この凹状受容構造はコネクタを受容するようにな
っている。この受容構造は、コネクタ上の係止部材との係合のための突出部材を含む。こ
のコネクタは、第１空気導管およびその空気導管と呼吸管との間の中間導管を有する。こ
の第１導管、中間導管および呼吸管は、空気導管を構成する。係止部材を有する片持式ス
ナップラッチは、コネクタから延在する。好ましくはこのコネクタは、約２５キログラム
、または５６ポンドの引張力に耐えることができる。
【００１１】
本発明の凹状受容構造は、ヘルメットまたはフルフェース呼吸マスクなどの、呼吸マスク
内に形成または配置される。この凹状受容構造は、呼吸管から呼吸マスクの呼吸領域に空
気を供給するための空気入口を含む。凹状受容構造の突出部材は、片持式スナップラッチ
上に配置された係止部材と係合する。
【００１２】
第１導管は、呼吸マスクの空気入口レセプタクル内に適合する形状に形成される。第１導
管は、取り付けられると、そのレセプタクル内部に実質的に配置される。好ましくは、第
１導管は平坦な導管である。
【００１３】
コネクタの中間導管は、基部と本体部とを有することができる。好ましくは本体部は、平
坦導管、中間導管および呼吸管を具備する空気導管によって形成される軸線が非線形とな
るように、角度を成して基部から突出する。
【００１４】
片持式スナップラッチは、ラッチ基部とラッチ本体とを有する。ラッチ本体は、係止部材
をさらに有する。好ましくはスナップラッチは、第１導管または中間導管に取り付けられ
るか、または共に成形される。ラッチ本体は、それから垂れ下がり、第１導管に対し角度
をなす。補強部材は、スナップラッチと共に形成されてラッチを呼吸マスクにしっかり固
定するのを補助するようにしても良い。好ましくはスナップラッチは、呼吸マスクに取り
付けられると、実質的に受容部内に位置する。
【００１５】
凹状受容構造、平坦な輪郭および非線形接続角度が、ヘルメットの輪郭を小さくし且つ魅
力的な外観にする。このヘルメットが低輪郭であることで、ヘルメットをより小さくでき
、その嵩と重量との両方を減少させることができる。片持式スナップラッチは、ヘルメッ
トの凹状部分に収まり、狭い部屋で着用したときに障害となったり、または不注意にひっ
かかるのを避ける。この片持式ラッチは、ＣＥＮ　Ｔｙｐｅ３規格に準拠させることがで
きる。但しこのスナップラッチは、道具を使用したり複雑な手順を実施したりする必要も
なく、装着者によって容易に脱離されるものである。
【００１６】
コネクタの輪郭を平坦にすると同時に、空気導管の大きな断面積を維持し、それにより最
小限の空気の圧力降下または流動抵抗が維持される。したがってこの構造は、装着者の快
適さを増すためのより大きな空気流と、濾過した呼吸空気を供給するためにバッテリ駆動
ファンを使用するシステムのためのより長いバッテリ寿命とを提供する。
【００１７】
本発明の好適な実施形態を説明するにあたり、特定の用語が明瞭化のために使用される。
但し、本発明は、そのように選ばれた特定の用語に限定されるものではなく、そのように
選ばれた各用語が、同様に作用する技術的に同等のものを全て含むことは理解されよう。
【００１８】
図１および図２を参照すると、本発明は、呼吸管１４を呼吸マスク１６に取り付けるのに
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使用するコネクタ１２を有する。コネクタ１２は、空気供給が外部供給源によって提供さ
れる正圧呼吸マスクと共に使用するのに適している。コネクタ１２は、ヘルメットを有す
る呼吸マスクとフルフェース呼吸マスクとの両方で使用することもできる。
【００１９】
コネクタ１２は、第１導管１８と、中間導管２０と、それに取り付けられた片持式スナッ
プラッチ２２とを有する。第１導管１８と中間導管２０とはコネクタ本体を形成する。第
１導管１８と中間導管２０と呼吸管１４とは空気導管を形成する。
【００２０】
さらに図１を参照すると、本発明は、呼吸マスク１６上の凹状受容構造２４をさらに有す
ることができる。図２では、ヘルメット型呼吸マスクが示される。ミネソタ州、セントポ
ールの３Ｍ社から市販されているＷｈｉｔｅｃａｐ　ＩTMおよびＷｈｉｔｅｃａｐ　IITM

などの、多くのこれらのタイプの呼吸マスクが、当業界では知られている。コネクタは、
フルフェース呼吸マスクと共に使用するようにしたものであっても良い。
【００２１】
図２、図３ａおよび図３ｂを参照すると、受容構造２４は、呼吸マスク１６の後部に配置
されるのが好ましい。この凹状構造体２４は、空気入口２６、突出部材２８、壁部３０、
および床部３２を含む。
【００２２】
空気入口１６は、導管（図示せず）により呼吸マスク呼吸領域へ清浄空気源を提供する。
空気入口２６は通常、呼吸マスク１６の後部および底部に開口する。空気入口１６を、呼
吸マスク１６によって、または呼吸マスク１６に取り付けられた構造によって保護するこ
ともできる。空気源（図示せず）は、呼吸マスク１６の外部に設けられる。空気源は、バ
ッテリ駆動され、携帯装置内に収納されても良い。
【００２３】
壁部３０は、頂部３１と、それぞれが端部３７、３９を有する２つの側部３３、３５とを
有するＵ形状であるのが好ましい。壁３０の頂部３１は、壁３０の端部３７、３９よりも
深くても良い。両側部３３、３５間の幅は、異なっても良い。好ましくは壁３０は、平均
的男性が３本の指を側部３３、３５間に挿入できるほどの十分な幅を有する。
【００２４】
突出部材２８は、受容構造２４内部に設けられる。突出部材２８は、以下でより詳細に説
明されるように、片持式スナップラッチ２２上の係止部材２９と係合してそれを保持する
ようになっている。したがって突出部材２８は、様々な形状および形式のものであること
ができる。例えば、突出部材２８は、床部３２と接触することなく、壁部３０から延在し
ても良い。但し、好適な実施形態では、突出部材２８は、床部３２を横切って延在して側
部３３、３５に接触する。当業者には、本発明の趣旨および範囲から逸脱することなく、
スナップコネクタなどの、他の係止装置をここで使用するのに適する場合もあることが理
解されよう。
【００２５】
好適な実施形態では、突出部材２８のリップ３８は、床部３２に対し９０°未満の角度を
形成する。リップ３８は、片持式スナップラッチ２２上の係止部材２９の係止表面４１と
係合して、以下でより詳細に議論されるように、凹状受容構造２４上にコネクタ１２を係
止する。
【００２６】
図４および図５を参照すると、第１導管１８は、空気入口２６内に挿入されるような形状
に形成される。好適な実施形態では、第１導管１８は平坦である。但し当業者には、本発
明の趣旨および範囲から逸脱することなく、他の導管形状をここで使用するのに適する場
合もあることが理解されよう。
【００２７】
中間導管２０は、第１導管１８と呼吸管１４とに取り付けられる。好ましくは中間導管２
０は、基部４０と本体４２とを有する。基部４０は、呼吸管１４に、恒久的或いは着脱自
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在に取り付けられる。好ましくは、基部４０は長円形状である。基部４０は、本体４２が
、図４に示されるように基部４０から角度をもって延在するような形状に形成されるのが
好ましい。したがって、第１導管１８、中間導管２０および呼吸管１４から構成される空
気導管によって形成される軸線は、非線形であることが好ましい。この非線形性は、呼吸
マスク１６の使用時に、呼吸マスク１６からの呼吸管１４の垂れ具合を強調するように最
適化できる。
【００２８】
中間導管２０は、形状が略矩形であるのが好ましい。中間導管の断面積は、それが呼吸管
の断面積よりも実質的に小さくならないように最適化される。このように断面積を最適化
することによって、空気導管を通る空気の圧力降下または流動抵抗を最小限に抑えること
ができる。さらに、その矩形状が、アセンブリの輪郭を平坦にする。好適な実施形態にお
いては、図２に示されるように、中間導管２０は凹状受容構造２４と嵌合しない。
【００２９】
片持式スナップラッチ２２は、コネクタに取り付けられる。好ましくは、ラッチ２２は、
第１導管１８と中間導管２０との間に配置される。片持式スナップラッチ２２は、ラッチ
基部４４とラッチ本体４６とを有する。ラッチ基部４４は、第１導管１８または中間導管
２０から延在する。好適な実施形態では、ラッチ基部４４は、中間導管２０から延在する
。
【００３０】
ラッチ本体４６は、ラッチ基部４４から角度をもって第１導管１８に向かって延在する。
ラッチ本体４６は、丸みを帯びた縁部を有するのが好ましい。
【００３１】
図１および図５を参照すると、片持式ラッチは、その上に配置された係止部材２９を有す
る。好ましくは係止部材２９は、ラッチ本体４６の下面に配置され、ラッチ本体４６の幅
方向に延在する。係止部材２９は、ラッチ本体４６の下面に対し９０°未満の角度を形成
する係止面４１を有する。好ましくは係止面４１の角度は、突出部材２８のリップ３８と
係合するように最適化される。係合時には、コネクタ１２へのかなりの引き下げ力が、係
止面４１からリップ３８を脱離するために必要となる。好ましくはコネクタ１２は、約２
５キログラムの引張力に耐えることができる。但し、片持式スナップラッチ２２と凹状受
容部材２４とは、装着者の指をラッチ２２の下に挿入してラッチ２２を凹状受容部材２４
から離れるように引き上げ、それによりリップ３８から係止面４１を脱離することによっ
て、呼吸マスク１６の装着者が比較的容易にコネクタを外すことを可能にする。その結果
、取外しは複雑な手順ではなくなり、両手を使用する必要もない。
【００３２】
接続時には、スナップラッチ２２は、実質的に凹状受容部材２４内に配置される。したが
って、偶然にぶつかったりする恐れのある凹状受容部材２４の上またはそれからはみ出し
た多くの露出した縁部が存在しない。
【００３３】
ラッチ２２は、ポリカーボネート／ポリエステルブレンドなどの、十分な強度特性を提供
する様々な材料から構成できる。好適な材料は、Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｃ
ｏｍｐａｎｙ社により商標名ＸｅｎｏｙTMで市販されている。
【００３４】
スナップラッチ２２に剛性を加えるために、スナップラッチ２２に補強部材５０を設ける
ことができる。
【００３５】
以下の実施例は、本発明の態様を例示するが、それらを限定しようとするものではない。
【００３６】
実施例
上述のコネクタアセンブリを引張り力に関して試験した。コネクタは、第１導管と中間導
管とを有する。片持式スナップラッチは、中間導管に取り付けられた。片持式スナップラ
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ッチは、その下面に配置された係止部材を有した。コネクタは、凹状受容部材を介して、
独立支持されるヘルメット型呼吸マスクに取り付けられた。凹状受容部材は、係止部材に
対応する突出部材を有した。バケツが、中間導管を貫通するネジで中間導管にストラップ
によって取り付けられた。バケツは、重さ２５キログラム（５６ポンド）の、続いて３９
キログラム（８６ポンド）の金属片で満たされた。呼吸マスクへのコネクタの取付けは、
１０秒間計時された。この取付けは、どのコネクタも１０秒間にわたって外れることがな
かったので、ＣＥＮ　Ｔｙｐｅ３の規格に適合した。ＣＥＮ　Ｔｙｐｅ３の規格では、コ
ネクタが２５キログラム（５６ポンド）の重量下で１０秒間取り付けられた状態を維持す
ることが要求される。
【００３７】
本明細書の好適な実施形態の詳細な説明において引用された全ての特許および特許出願の
完全な開示は、個々に取入れたと同様に引用によってここに取入れている。
【００３８】
本発明の様々な実施形態を例示のために詳述したが、そのような詳細は単に例示のためで
あり、その変形が、請求の範囲に記載されるように本発明の精神および範囲から逸脱する
ことなく、当業者が種々の変形を成し得ることは理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明のコネクタの正面斜視図である。
【図２】　本発明のコネクタを取り付けた凹状受容構造の正面図である。
【図３ａ】　凹状受容構造の正面図である。
【図３ｂ】　図３ａの凹状受容構造の正面斜視図である。
【図４】　本発明のコネクタの側面図である。
【図５】　本発明のコネクタの底面図である。

【図１】

【図２】

【図３ａ】
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